
No.
①物品等又は役務の提供の名称
及び数量

②随意契約担当部課の名称及び所在
地

③随意契約を締結
した日

④随意契約の相手方の氏名
及び住所

⑤随意契約にかか
る契約金額

⑥随意契約によることとした
理由

⑦その他必要な
事項（備考）

1 処方解析システム更新について
安曇野赤十字病院　事務部施設課
長野県安曇野市豊科5685

平成30年6月19日
（株）トーショー
長野県松本市の溝東1-16-20

1,100,000円

現在薬剤関連業務に使用するす
べてのシステムの基幹システム
であり、本システムの変更は電
子カルテとの連携をはじめ、薬
剤部門すべてのシステムの再設
定が必要となり、契約の性質ま
たは目的が競争を許さない場合
に該当する。（日本赤十字社会
計規則第36条第3項）

2 Ⅹ線撮影装置管球交換について
安曇野赤十字病院　事務部施設課
長野県安曇野市豊科5685

平成31年2月13日
丸文通商（株）松本支店
長野県松本市鎌田1-11-25 5,400,000円

X線撮影装置の納入・保守業者
であり、契約の性質または目的
が競争を許さない場合に該当。
（日本赤十字社会計規則第36条
第3項）
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